
✔ 八代市ＳＤＧｓロゴマークを使用できます（別途申請）

✔ 「八代市ＳＤＧｓアクション宣言書」が市ホームページで公表されます

✔ ＳＤＧｓの取組をＰＲすることでイメージアップにつながります

宣言のメリット

ＳＤＧｓの達成に向けて取り組んでいる、または取り組む予定の市内企業・団体等が

その取組を宣言し、市が広く情報発信することで、

市内全域へＳＤＧｓの普及啓発を図る制度です。



＜お問合せ・申請窓口＞ 八代市 総務企画部 企画政策課

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25
電話：0965-33-4104 mail：kikaku@city.yatsushiro.lg.jp 

YATSUSHIRO×
SDGs

（八代市HP）

募 集 概 要

■応募方法

「八代市ＳＤＧｓアクション宣言申請書（様式第１号）」に必要事項を記入し、次の書類を

添付して八代市企画政策課へ提出してください。

（１）八代市ＳＤＧｓアクション宣言書（様式第２号）

（２）その他市長が必要と認める書類

■募集開始

令和５年５月１日（月）から随時受付

■対象

八代市内に事業所を有する企業（個人事業主を含む）、団体、国等の機関及び学校教育法

第１条に規定する学校等

■応募資格

次のすべての要件を満たす必要があります。

（１）八代市ＳＤＧｓアクション宣言の趣旨に賛同し、ＳＤＧｓ達成に向けた取組みを実施

し、または実施する予定であること。

（２）ＳＤＧｓ達成に向けた目標と取組内容がＳＤＧｓの１７のいずれかのゴールに関連付

けされていること。

（３）八代市暴力団排除条例（平成２３年八代市条例第３２号）第２条に規定する暴力団、

暴力団員及び暴力団員等でないこと。

（４）法令又は公序良俗に反していないこと。

■宣言後の取扱い

・申請書を受理後、市において内容の確認を行い、「八代市ＳＤＧｓアクション宣言証」を

交付します。

・宣言書及び宣言者の一覧を市ホームページで公表します。

・宣言者は、宣言者のホームページ等においても取組内容を公表するよう努めてください。

・宣言いただいた取組については、その取組状況等の報告をお願いする場合があります。
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